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◯上記会場で都合が合わな
　かった方

◆国税庁ホームページアドレスは、ht tps : / /www.n ta . go . j p/です。ご利用ください。

申告相談の日程と会場

住
民
税
の
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

◆譲渡所得・住宅借入金（取得）等特別控除のある方は、売買契約書等のコピーが必要になりますので必要書類を事前に

　用意し、ご持参ください。必ず税務署または役場会場で申告してください。

◆社会保険料（国民年金）控除を受ける場合は、「控除証明書」または「領収証書」が必要です。

◆平成２５年から平成４９年までの各年分の所得税額に復興特別所得税（基準所得税額×２.１％）が加算されます。

◆給与収入もしくは公的年金等の年金収入がある方で、その他の収入（営業、農業等）がある方はその金額の多寡にかか

　わらず住民税の申告が必要です。

◆本人確認書類とは、個人番号確認書類および身元確認書類です。

◆個人番号確認書類とは、マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票、身元確認書類とは、マイ

　ナンバーカード、運転免許証等の顔写真付の身元確認ができる書類、健康保険証等を指します。

平成31年２月18日～３月15日
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  「自書申告」で正しくお早めに！　

 所得税確定申告・住民税申告  受付
　　申告受付期間 ２月１８日（月）～３月１５日（金） 

  「自書申告」で正しくお早めに！　

 所得税確定申告・住民税申告  受付
　　申告受付期間 ２月１８日（月）～３月１５日（金） 
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　申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の確認が必要になります。必ず

本人確認書類を持参してください。また、申告書の送付は行っておりません。
　大字ごとに受付対象地区を設けますが、対象地区以外の住民の方の申告も受け付けることができますので、

いつでも都合のよい日に申告会場にお越しください。
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※６日、７日、８日
　は午前のみ受付
　です。
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